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１ 障がい者等の利用できる制度  
※ 制度によっては，所得制限，年齢要件およびその他要件（障がい内容等）により，●がつい 

ていても利用できない場合があります。 
※ ▲は，他の障がいと重複する場合に適用となることを示しています。 
※ △は、特別児童扶養手当認定診断書により該当となる場合があります。 

    （詳しくは，掲載ページをご覧ください。） 
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心 身 障 が い 者 福 祉 手 当 20 ● ●     ● ● ●      ○   

特 別 障 が い 者 手 当 20 1～2級の障がいの重複・ＩＱ20以下の方など  ○ ○ ○ 

障 が い 児 福 祉 手 当 20 ● ● 2級とA2の重複障がい  ● ▲       ○ ○ ○ 

特 別 児 童 扶 養 手 当 （ 手 当 額 １ 級 ） 21 ● ● ●    ● ●       ○ ○ ○ 

特 別 児 童 扶 養 手 当 （ 手 当 額 ２ 級 ） 21   ● ●     ● △     ○ ○ ○ 

難 病 患 者 福 祉 手 当 23              ● ○  〇 

 心 身 障 が い 者 扶 養 共 済 制 度 29 ● ● ●    ● ● ● ●      ○ ○ 

保
健
と
医
療 

重 度 心 身 障 が い 者 医 療 費 の 助 成 32 ● ● 
3,4級とB１の 
重複障がい 

● ● ▲  ●       

自 立 支 援 医 療 
（更生医療・育成医療・精神通院医療） 33 ● ● ● ● ● ●     ● ● ●  ○ ○ ○ 

指 定 難 病 特 定 医 療 費 の 助 成 35              ● ○   

在 

宅 
福 
祉 

補 装 具 の 交 付 ・ 修 理 48 ● ● ● ● ● ●        ● ○ ○ ○ 

日 常 生 活 用 具 の 給 付 ・ 貸 与 49 ● ● ● ● ● ● ● ●   ●   ● ○ ○ ○ 

軽 度 ・ 中 等 度 難 聴 児 補 聴 器 購 入 費 等 助 成 57              
● 

○ ○ ○ 

人 工 内 耳 体 外 装 置 購 入 費 等 助 成 57 聴覚障がい（人工内耳装用児・者）         ○  ○ 

重 度 身 体 障 が い 者 住 宅 改 造 費 助 成 58 ● ●             ○ ○ ○ 

補 助 犬 の 給 付 お よ び 費 用 助 成 60 ● ●               ○ 

自 動 車 改 造 費 の 助 成 62 ● ● ● ● ● ●         ○ ○ ○ 

タクシー料金・自家用車燃料費助成 62 ● ●     ● ●   ●       

知 的 障 が い 者 の 交 通 費 助 成 64       ● ● ● ●        

精 神 障 が い 者 の 交 通 費 助 成 64            ● ●     

身 体 障 が い 者 自 動 車 運 転 技 術 教 習 制 度 65 ● ● ● ● ● ●         ○ ○ ○ 

「おもいやり駐車スペース」利用証交付 71 ● ● ● ● ● ● ● ●   ●   
● 
 

  ○ 

 税 金 の 控 除 ・ 減 免 84 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●     

そ

の

他 

鉄 道 ・ バ ス 運 賃 割 引 制 度 66 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●        

航 空 旅 客 運 賃 割 引 制 度 68 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●     

有 料 道 路 通 行 料 金 の 割 引 制 度 68 ● ● ● ● ● ● ● ●          

一般旅客自動車（タクシー）割引制度 69 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●        

市 の 施 設 利 用 料 の 減 免 74 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●     

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 支 援 77 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●     

Ｎ Ｈ Ｋ 受 信 料 の 免 除 87 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ○  ○ 
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